
7月 藤沢市立中学校の教科書が決まります
「藤沢市の教科書採択に関する署名」にご協力ください
みんなの教育・ふじさわネットは、｢藤沢市の教科書採択に関する署名｣(取扱団体：藤沢の教科書

・採択問題にとりくむ会)を行っています。この署名は、藤沢市教育委員会委員長と教育長に対し『藤

沢市立中学校教科書採択にあたっては、中学校の先生や保護者の意向を尊重してください』と要望す

るものです。みんなの教育・ふじさわネットは、この趣旨に賛同し､署名に取り組むことにしました。

署名用紙の要望項目の前には、次の記載があります。

2016(平成28)年度使用藤沢市教科用図書の採択方針には、基本的な考え方の(1)に「国、県、市の

資料等を踏まえて採択する」とあります。この市の資料等には、学校長や教育研究会会員、保護者で

構成する藤沢市教科用図書採択審議委員会（以下、審議委員会）の答申と、各中学校長が作成する「教

科用図書調査書」（以下、調査書）があります。また、基本的な考え方の(3)は、「学校、児童生徒、

地域等の特性を考慮して採択する。」としています。学校、児童生徒、地域について最もよく知って

いるのは、学校の先生や保護者です。審議委員会の答申や調査書は、学校、児童生徒、地域の特性を

考慮したものになっています。採択にあたり重視されるべきものです。

署名により、先生や保護者の意向を尊重した採択をしてほしいという思いを、教育委員に伝えるこ

とができます。ご協力をお願いします。 ☆街頭署名 ５月30日(土)11:30～12:30 サンパール広場☆
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2016年度から藤沢市立中学校で使用する教科書の採択が、今年の夏に行われます。これまで

藤沢市では、教科書は、実際にそれを使う先生が、地域の特性やそれぞれの学校の子どもた

ちのことを考えて選び、最終的な採択の結果もその声を反映させたものになっていました。とこ

ろが前回（2011年）、一部の教科で先生や保護者の評価が大変低い教科書が、十分な審議を経

ることもなく採択されてしまいました。

子どもたちにとって教科書は、とても大切な教材です。毎日使う子どもたちへの影響の大き

さははかりしれません。子どもたちに適切な教科書を選ぶことができるのは誰なのでしょうか。

国連「ILO・コネスコ 教員の地位に関する勧告」に、専門職である学校の先生は、教科書の採

択でも重要な役割が与えられるべきであると書かれています。先生の意向が尊重されるべきと

いうのは、国際的な標準です。また採択にあたって、子どもたちの教育の当事者である保護者

の意見を反映すべきことは、文部科学省も指摘するところです。

藤沢市における今回の中学校教科書採択でも、地域や子どもたちを誰よりもよく知り、また

専門職として教科書を直接使用して指導にあたる先生や、保護者の意向が十分尊重されるべ

きです。

第一回教科用図書採択審議委員会
傍聴しましょう

６月１日(月) 受付午前10:30から
藤沢合同庁舎５階大会議室 ☆傍聴定員 50名

教科用図書採択審議委員会（以下、審議委員会）は３回の

委員会を開き、教育委員会委員長に答申を出すことになって

います。この第一回が６月１日(月)午前11時から藤沢合同庁

舎５階大会議室で行われます。傍聴の受付は午前10時30分か

ら10時50分です。

審議をみんなで傍聴し、見守りましょう。

☆藤沢合同庁舎は藤沢市民会館の前です。右地図参照⇒



藤沢市教科書展示会 意見を提出しましょう
今年採択し来年４月から藤沢市立中学校で使われる教科書見本の展示会が、下の表にある日時、会

場で行われます。１の各中学校会場、２の藤沢郵便局の会場では、教科書を見るとともに、教科書に

ついての感想や意見などを記入して教育委員会に出すことができます。展示会に出かけ、藤沢の子ど

もたちにふさわしい教科書が採択されるように感想や意見を大いに書きましょう。

☆☆会場で意見や感想を書ききれなかった場合、家等で書き上げ FAX で送ることができます。☆☆
送り先：教育委員会教育指導課 FAX番号 0466-50-8424

審議委員会の委員の組織は、規則で次の

ように定められています。
委員会の委員は16人以内。

その構成は、

(1)市立の小学校、中学校又は特別支援

学校の校長 ９人以内

(2)藤沢市小学校教育研究会又は藤沢市

中学校教育研究会の会員 ４人以内

(3)児童又は生徒の保護者 ３人以内

となっています。

☆この表は藤沢市教育委員会のホーム

ページを参照して作成しました。


